


行政による監視・指導の強化

都道府県

ＪＡＳ法担当
食衛法担当（保健所）
景表法担当

警 察

警察庁（Ｈ１９．１１～）

厚生労働省・公正取引委員会（Ｈ１４．６～）

国土交通省（Ｈ１７．６～）

農林水産省

地方農政局(独)農林水産消費
安全技術センター

地方農政事務所

指示･要請

指示

指示
連
携

連
携

・抜き打ち調査を強化
・食品表示特別調査
チームの設置

ＤＮＡ検査等の科学的
分析等

業者間について戦略的に監視・調査等を実施

・地方農政事務所の調査、関係機関との
連携の総合的管理（統括表示・規格指
導官の新設（７名））

・関係機関への連携呼びかけ
・広域、重大案件への機動的な対応
（食品表示特別Ｇメンの新設
（２０名））

食品表示・規格監視室の体制強化（６名増）

職員の立入検査、情報提供への応対能力向上のための研修充実

都道府県段階

地方厚生局
公正取引委員会地方事務所 等

連携強化

連携強化
（定期会議の開催等）

ブロック段階

連携

連携

連携

①ＪＡＳ制度の見直し・・・業者間取引についてもＪＡＳ法を適用することとし、事業者に周知した上で４月１日から実施。
②農林水産省の監視体制の再構築・・・食品表示の総合的な相談窓口としての機能の拡充（８月～）、

食品表示特別Ｇメン（表示・規格特別調査官）の新設（２０名）、
地方農政局の機能強化（統括表示・規格指導官の新設（７名））、
農林水産省監視室の体制強化（６名増）

③関係省庁との連携の強化･･･警察庁と連携協定の締結（１１月）、現場レベルでの定期連絡会議の実施（８月～）
「食品表示監視協議会（仮称）」（都道府県レベル）及び「食品表示連絡会議」（関係５省庁間）の設置



食品表示連絡会議の設置について

平 成 2 0 年 2 月 1 5 日
関 係 省 庁 申 合 せ

１ 不適正な食品表示に関して、問題のある事業者に対する、食品表示に関連する

法律に基づく処分等必要な対応が、迅速かつ円滑に実施されるよう、食品表示連

絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。

２ 連絡会議の構成は、別紙１のとおりとする。ただし、連絡会議は、必要がある

と認めるときは、構成員を追加することができる。

３ 連絡会議においては、以下の事項について協議することとする。

(1) 不適正な食品表示に関する監視を強化するため、関係する都道府県等と国

の出先機関との間で設置する「食品表示監視協議会」の効果的な運営

(2) 食品表示に関する国民からの情報提供、意見等に対する関係省庁間の連絡

体制の整備

(3) その他食品表示の適正化を推進するために必要な事項

４ 連絡会議の運営の円滑を図るため、連絡会議に幹事会を設置することとし、そ

の構成員は、関係行政機関の職員で連絡会議の指名する官職にある者とする。

５ 連絡会議は、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者の

出席を求めることができる。

６ 連絡会議の庶務は、別紙２の関係課の職員が共同して処理する。

７ 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、

連絡会議が定める。



（別紙１）

食品表示連絡会議構成員

構成員 内閣府国民生活局長

公正取引委員会経済取引局取引部長

警察庁生活安全局長

厚生労働省医薬食品局食品安全部長

農林水産省消費・安全局長



（別紙２）

食品表示連絡会議関係課

内閣府国民生活局消費者企画課

公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課

警察庁生活安全局生活環境課

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課

農林水産省消費・安全局表示・規格課

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課



（参考）

食品表示連絡会議幹事

内閣府国民生活局消費者企画課長

公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課長

警察庁生活安全局生活環境課長

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課長

農林水産省消費・安全局表示・規格課長


